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令和６年度 学力向上推進事業・中学校学習支援教室 

業務委託概要仕様書 

                                                               

１ 件名  

  令和６年度 学力向上推進事業「中学校学習支援教室」業務委託 

 

２ 目的 

  本市では児童生徒の学力を全国水準に押し上げることを目標に「幼児・児童・生徒のウェル

ビーイングの実現を目指して」をテーマに学力向上事業を推進している。 

また、学力向上推進の主要施策として「学びのセーフティネットの構築」を掲げ、市内各小・

中学校において、よりきめ細かい学習支援の取組を行ってきている。 

しかし、本市児童生徒の学力状況をみると、市内小・中学校ともに、全国学力学習状況調査に

おける平均正答率の全国との差を年々縮めて改善傾向にあるものの、二極化傾向や学習につまず

きのある児童生徒は多く、中学校においては高等学校等への進学率も県平均を下回っている。 

そのため、学力定着、学習習慣の確立に課題のある生徒を対象に、個々の学習課題に応じたき

め細やかな学習支援策が必要であり、さらに、GIGAスクール構想を推進するために「１人１台

端末」を活用し、生徒の特性・学習定着度等に応じたきめ細かな指導の充実を図る個別最適な学

びにより、基礎的・基本的な知識等を確実に習得させる必要がある。 

そこで、市内各中学校に学習支援教室を設置し、学習支援業務実施に関する企画提案を募集し、

委託先の候補者を選定する。 

 

３ 業務期間 

  契約を締結した日から令和７年３月２５日(月)まで  

 

４ 提案上限額 

  ２６，３１７，０００円（消費税および地方消費税を含む。）  

    ＊この金額は契約金額を示すものではない。 

 

５ 委託業務の実施場所 

   沖縄市立各中学校  

    

６ 業務概要 

  沖縄市立各中学校に設置する学習支援教室において、個に応じた指導を通して、学習のつまず

きの解消や高等学校等の進学を目標とした学習支援を学校と連携して行う。 

 

７ 委託業務内容 

  本業務の内容は最低限必要な要件を定める。業務の詳細については、事業者のより良い提案を

基に、協議のうえ決定する。 

  ①学習のつまずきに応じた個別支援（主要五教科対応） 

②高校受験に対応した学習支援（主要五教科対応） 

③ICT を活用した個別最適な学習支援 

④生徒への適切な関わりを通した支援 

⑤原則、午前中の学習支援教室を毎日開催することを基本とする 

⑥学習支援教室の開設期間は令和６年６月３日（月）から令和７年３月５日（水）までとする 

⑥その他、学力向上及び管理運営業務に必要な事項 
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８ 打ち合わせ 

   受託者は、契約締結後速やかに委託者と打ち合わせを行い、本契約の目的達成に努めなけれ

ばならない。 

      また、契約締結後、速やかに、作業スケジュールを作成し、委託者ならびに各学校と調整す

るものとする。 

 

９ 目的外使用の禁止 

  受託者は、本契約の内容を他の目的に使用してはならない。 

 

１０ 情報の守秘義務 

（１）受託者は、本契約の履行に際して知り得た個人情報、業務内容を第三者に漏らしてはならな

い。 

（２）前号に規定する義務は、契約終了後も有効存続するものとする。 

 

１１ 進行管理 

   受託者は、常にこの契約における業務の進行状況を把握し、円滑な業務の進行を図るように

努めなければならない。 

 

１２ 留意点 

（１）受託者は随時、委託者の求めに応じ、その実績資料等を速やかに提出すること。 

（２）当事業は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業であるため、事業終了後も会計検査等にお 

   いて、委託者の求めに応じ随時対応すること。 

 

１３ 委託料の支払い等 

（１）本契約は概算契約である。 

（２）受託者は、３ヵ月毎に実績報告書を提出し、検査に合格したときは委託料の部分払を委託者 

   に請求することができる。 

（３）委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から３０日以内にその額を支払い 

   する。 

（４）受託者は、委託料を本委託業務以外の支払いに充当してはならない。 

（５）本委託業務が終了し、委託契約金額が確定した結果、受託者に交付された委託料に返還額が 

   生じたときは、受託者は委託者の求めに応じ、速やかに委託料を返還する。 

（６）消費税免税事業者は、委託料に消費税相当額を含めた請求はできない。 

 

１４ 報告 

（１）受託者は、３ヵ月毎に実績報告書を提出すること。 

（２）当事業は沖縄振興特別推進交付金を活用した事業であり、中間検査を受けるため、２月末ま

での事業実績報告を令和７年３月５日までに提出すること。 

（３）本業務で整えた資料、報告書及び支出に係る領収書等は、事業終了後５カ年間厳重に保管し、 

   提出を求められた場合は速やかに提出すること。 

 

１５ 提出書類 

   受託者は、監督員の指示する様式により、業務着手時点、３ヵ月毎の実績報告並びに事業実

績報告における必要書類（紙媒体及び電子媒体）を３ヵ月経過後、翌月１５日迄に提出しな

ければならない。 
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１６ 対外交渉 

   受託者は、この契約に基づく業務の遂行に際し、第三者に対し説明あるいは交渉を要する場

合、または説明を求められた場合は、速やかに委託者に連絡し、その取扱いについて委託者の

指示を受けるものとする。 

 

１７ 疑義の解釈 

   この仕様書に定めのない事項、またはこの仕様書の内容に疑義が生じた場合は、速やかに委

託者と受託者で協議して定めるものとする。 

 

１８ 法令の厳守 

   業務の遂行にあたっては、関係法令等を厳守すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 参考資料  

令和６年度 学力向上推進事業 「中学校学習支援教室」 

 

１ 趣旨 

  沖縄市教育委員会では、中学生の夢や希望の実現のために必要な基礎学力の向上をはかるため、 

学習支援教室「ひやみかち教室」を市内８中学校に開設いたします。 

 

２ 運営方針 

（１）学習支援教室「ひやみかち教室」では、別室における個別指導など学習支援を行う（なお、教室 

 内での個別指導を行うこともできる）。  

 

（２）学習支援教室「ひやみかち教室」の運営にあたっては、教育委員会が委託先として契約した民

間事業者が学校の協力の下に行う。          

 

（３）数学・英語を中心に主要 5 教科の授業中の学習支援や放課後の補習指導を行う。その際は、プ

リント学習のみに終始せず、ICTを効果的に活用した授業となるよう工夫する。 

  

（４） 授業と連動した学習支援の実施を行う。宿題や課題の支援、単元テスト勉強など、子どもの実

態に応じた計画と実施を行う。原則、午前中の学習支援教室「ひやみかち教室」は毎日開催することを

基本としており、午後は学校と委託業者で連携して計画する。 

 

（５）学校との連携を密に行い、気になる生徒の特性の情報共有や、生徒の見取りとフィードバックを

行う。 

 

【「ひやみかち」の意味】  「ひやみかち」は「エイっ！と気合を入れる、立ち上がる、目を覚ます」

という奮起的な意味合いです。また、「ひやみかち節」の一番の歌詞は 、「七転び転んで

どん底に迄落ち込んだ沖縄ではあるが、ヒヤ！！とはね起きて、勇気を振って立ち上が

った吾等の沖縄を世界に知らそう」という意味だそうです。生徒自身に置き換え、夢や

希望に向かって立ち上がるという意味に読みかえると中学校学習支援教室の趣旨にか

なう名前として「ひやみかち教室」としました。 

 


